
1/4 

○堺市公正職務確保審査会規則 

平成２４年１２月２８日 

規則第１３４号 

改正 平成２６年５月３０日規則第５８号 

     改正 平成２９年３月１３日規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例（平成２４年条例第３０号。

以下「条例」という。）第３２条の規定に基づき、堺市公正職務確保審査会（以下「審査

会」という。）の組織、運営その他審査会について必要な事項を定める。 

（条例第３２条第２項第２号に規定する外郭団体等） 

第２条 条例第３２条第２項第２号の市長が定めるものは、別表第１のとおりとする。 

２ 条例第３２条第２項第２号に規定する外郭団体の役員等は、別表第２のとおりとする。 

（委員の構成） 

第３条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 弁護士 

(2) 企業の経営に関し優れた識見を有する者 

(3) 学識経験を有する者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審査会の会議（以下単に「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会長

がその議長となる。この場合において、会長が必要と認めるときは、条例第３２条第２項

各号に掲げる事項ごとに委員を２人以上指名して招集することができる。 

２ 審査会は、委員の過半数（前項後段の規定により指名された委員が２人である場合にあ
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っては、会長及び当該委員全員）が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（会議の特例） 

第７条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを

得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うこ

とにより、会議に代えることができる。 

（平２６規則５８・追加） 

（関係者の出席） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（平２６規則５８・旧第７条繰下） 

（会議の非公開） 

第９条 会議は、非公開とする。 

（平２６規則５８・旧第８条繰下） 

（会議録） 

第１０条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 会議に出席した委員及び関係者の氏名 

(3) 議事の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、会長が適当と認める事項 

２ 会議録には、会長及びその指名する１人の委員が署名しなければならない。 

（平２６規則５８・旧第９条繰下） 

（守秘義務） 

第１１条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

２ 第８条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

（平２６規則５８・旧第１０条繰下・一改） 

（庶務） 

第１２条 審査会の庶務は、人事課において行う。 
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（平２６規則５８・旧第１１条繰下） 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査

会に諮って定める。 

（平２６規則５８・旧第１２条繰下） 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第６条第１項

の規定にかかわらず、市長が行う。 

附 則（平成２６年５月３０日規則第５８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（平２６規則５８・一改） 

団体名 

公益社団法人堺観光コンベンション協会 

社会福祉法人堺市社会福祉協議会 

公益社団法人堺市シルバー人材センター 

公益財団法人堺市就労支援協会 

堺商工会議所 

堺市農業協同組合 

公益財団法人堺市学校給食協会 

別表第２（第２条関係） 

役員名称 

(1) 理事長 

(2) 副理事長 

(3) 専務理事 

(4) 常務理事 

(5) 理事 
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(6) 監事 

(7) 会長 

(8) 副会長 

(9) 代表取締役 

(10) 取締役 

(11) 監査役 

(12) その他前各号に準ずる役員 

 


